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Ⅰ センターの概要 

１. 設置目的 

 市民の消費生活の安定及び向上に寄与するため、消費者安全法（平成２１年法律第５０号）第１０条

第２項に規定する施設として設置。 

 消費者啓発・消費生活相談・情報の収集と提供・消費者の自主活動の支援等、総合的な消費者施策を

実施。 

  (1) 名  称   

伊丹市立消費生活センター 

 (2) 所 在 地       

伊丹市宮ノ前２丁目２番２号 伊丹商工プラザ１階 

       ＴＥＬ：０７２－７７２－０２６１（事  務） 

           ０７２－７７５－１２９８（相談専用） 

       ＦＡＸ：０７２－７７５－３８１１ 

  (3) 利用時間  

<開館時間> 月曜日～金曜日 午前９時～午後５時３０分 

<相談時間> 月曜日～金曜日 午前９時～正午、午後１時～午後４時１５分 

<休    日> 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(１２/２９～１/３) 
 

 ２．沿 革 

  昭和４７年 ４月   消費生活センターの設置および管理に関する条例の制定  

市民福祉部 消費生活センター（消費生活係） 

昭和４８年 １月   消費生活センター 社会経済会館内に開所 

  昭和４９年 ４月   組織改正により経済労働部に変更 消費生活センター（消費生活係） 

  昭和５５年 ４月   組織改正により生活文化部に変更 消費生活センター（消費生活対策係） 

昭和６１年 ６月   文化会館内へ移転（社会経済会館の廃止による） 

平成 ２年 ４月   組織改正により市民文化部 女性・青少年課 消費生活センター 

平成 ６年 ４月   組織改正により生活環境部 生活創造課 消費生活センター 

平成 ７年１２月   労働福祉会館内へ移転（伊丹市立文化会館の改築による） 

平成１１年 ５月   中央３丁目３番９号へ移転 （労働福祉会館の改築による）  

平成１２年 ４月   組織改正によりみどり環境部 生活創造課 消費生活センター 

平成１３年 ４月   組織改正によりみどり環境部 消費生活センター 

市民福祉部 市民課 中央分室業務が消費生活センターに移管 

           伊丹商工プラザ（宮ノ前２丁目２番２号）へ移転 愛称：くらしのプラザ 

平成１８年 ４月   組織改正により市民部 消費生活センター 

平成２１年１２月   消費生活センターの設置および管理に関する条例を消費生活センター条例

に改正 

   平成２３年 ４月   組織改正により市民自治部 まちづくり室 消費生活センター 

   令和 ４年 ４月   組織改正により市民自治部 市民サービス室 消費生活センター 
 

３．組  織 （令和７年４月１日現在） 

市民自治部市民サービス室消費生活センター 

       所長１名、事務職員３名 

           消費生活相談員６名 

      市民課分室業務担当職員６名

消費生活センター 

(伊丹商工プラザ１階) 
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４.事業と経費 

（１）消費者啓発事業 （２，１７５千円） 
 

○消費者啓発講座の実施 

・くらしの講座、講演会 

・まちづくり出前講座 

・中学校への出前講座 

・消費者力アップ講座 

・小学生向け消費者力アップ講座 

・地域の団体や他課との連携事業 

                     等 

 

○情報の収集と提供 

・市広報紙「広報伊丹」にコラム掲載 

・コープこうべの宅配夕食に高齢者向け啓発チラシを添付 

・メールマガジンの配信 

・市立小学校、中学校、特別支援学校校長会での案内 

・訪問販売お断りステッカーの配付 

・市内転入者へ啓発リーフレット等を配付 

・神戸新聞への記事掲載 

・ホームページによる啓発 

・デジタルサイネージによる啓発 

・市庁舎内放送による啓発 

・消費生活情報コーナーを活用した啓発 

・啓発パンフレット等の作成 

                     等 

 

（２）消費生活相談事業 （２０，８６０千円） 

〇消費生活相談員による相談受付・苦情の処理のあっせん 

 

（３）消費者団体活動支援事業 （２００千円) 

〇伊丹消費者協会の活動支援 

 

（４）消費生活センターの管理運営 （１４，４６０千円） 

 

合 計３７，６９５千円 
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Ⅱ 事 業 概 要 

 

１．消費者啓発事業 

（1）消費生活講座等の実施 
 

①講座、講演会 
 

開催回数： ５回 

受講者数：７５人 

 

 

 

 

 

 

 

②まちづくり出前講座 
 

消費生活相談員が講師として赴き、「うまい話には気をつけましょう」をテーマに、最近の相談事例

を紹介し、消費者被害の未然防止のため、講演。 
 

     開催回数：  ５回 

受講者数：１２６人 
 

 

 

 

 

 

 

  開催日 内容 講師 参加者数 

1 
令和６年 

５月 11日 

消費者月間記念講演会 

「スマホやネットに潜むキケン～仕組みを知って

被害を防ごう」 

  

兵庫県人権啓発アドバイザー 

篠原 嘉一氏 
２１人 

2 
令和６年 

７月２７日 

小学生向けお金の講座 

「おかねミーティング(低学年)」 

株式会社マネイク 

ファイナンシャルプランナー 

西岡 奈美氏  

竹内 香織里氏 

小学生９人 

幼 児２人 

保護者８人 

3 
令和６年 

7月２７日 

小学生向けお金の講座 

「おかねミーティング(高学年)」 

株式会社マネイク 

ファイナンシャルプランナー 

西岡 奈美氏  

竹内 香織里氏 

小学生７人 

保護者３人 

4 
令和６年 

１１月３０日 

休日消費生活講座 

「やってみよう！フリマアプリ」 

株式会社マネイク 

ファイナンシャルプランナー 

西岡 奈美氏  

竹内 香織里氏 

１４人 

5 
令和６年 

１２月１０日 

夜間法律勉強会 

｢クレジット決済等について｣ 

神戸さきがけ法律事務所 

弁護士 上田孝治氏 
１１人 

 
対象 受講者数(人) 

1 市役所新人職員 ４３ 

2 伊丹市桜ヶ丘自治会 防犯委員会 ２５ 

3 17小校区自治協議会福祉部連絡会 ２５ 

4 市民後見人講座受講生 ８ 

5 17小校区自治協議会福祉部連絡会 ２５ 

おかねミーティング スマホやネットに潜むキケン やってみよう！フリマアプリ 

消費者月間統一テーマ 

｢デジタル時代に求められる消費者力とは｣ 
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③中学校への出前講座 
 

消費生活相談員が赴き、「契約」や「成年年齢の引き下げ」等について解説。ワークを用いた、参加

型の講座を実施。 
 

     開催回数：  ７回 

受講者数：２８４人 

 

 

 

 

④消費者力アップ講座（出前講座型・集合型） 
 

「消費者トラブル」や「衣食住」等、消費生活に関連したテーマや、 

ライフステージに合わせた内容の講座を実施。 

すごろくや替え歌、ロールプレイ等を取り入れた参加型の講座。 

令和６年度は、集合型の講座も実施。 

（地方消費者行政強化交付金推進事業） 

 

＜出前講座型＞ 

    開催回数： １０回 

受講者数：２９８人 

委託先：ＮＰＯ法人Ｃ・キッズ・ネットワーク（消費者教育推進団体） 
 

 対象 メニュー 受講者数(人) 

1 昆陽寿楽会 悪質業者に強くなる講座 19 

2 伊丹市育児ファミリー･サポート･センター 成長と共に「危ない！」は変わる 12 

3 兵庫県市町村職員年金者連盟伊丹支部 悪質業者に強くなる講座 10 

4 鈴原小学校５年生 SDGSな商品選び 28 

5 鈴原小学校５年生 SDGSな商品選び 28 

6 伊丹小地区自治協議会 悪質業者に強くなる講座 100 

7 鈴原小学校６年生 ユニフォーム代をかせごう！ 30 

8 鈴原小学校６年生 ユニフォーム代をかせごう！ 29 

9 桜ヶ丘クラブ 相談しよう！一人じゃない 20 

10 伊丹市育児ファミリー･サポート･センター 成長と共に「危ない！」は変わる 22 
 

＜集合型＞ 

    開催回数： １０回 

受講者数：８０人 

委託先：ＮＰＯ法人Ｃ・キッズ・ネットワーク（消費者教育推進団体） 
 

  開催日 内容 受講者数(人) 

1 令和７年１月１５日 だまされない！インターネット・スマホ 12 

2 令和７年１月２２日 しっかり読み取る食品表示 10 

3 令和７年１月２５日 悪質業者に強くなる講座 12 

4 令和７年１月２９日 楽しい省エネ生活 8 

5 令和７年２月８日 もったいない！食べ物を大切に 6 

6 令和７年２月２２日 身近にひそむ契約トラブル 7 

7 令和７年２月２２日 誰でもできる SDGｓな暮らし方 6 

8 令和７年３月１５日 かんたん元気におたすけメニュー 7 

9 令和７年３月１５日 悪質業者にまけんぞう！スゴロク 6 

10 令和７年３月２２日 省エネで暮らす私の１日 6 

 

  

対象 受講者数(人) 

天王寺川中学校３年生 ７クラス ２８４ 

悪質業者に強くなる講座 
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⑤小学生向け消費者力アップ講座 
 

夏休み期間を利用し、児童くらぶを対象に講座を実施。（地方消費者行政強化交付金推進事業） 
 

    開催回数：  ４回 

受講者数：１５８人 

委託先：ＮＰＯ法人Ｃ・キッズ・ネットワーク（消費者教育推進団体） 
 

 

  対象者 メニュー 受講者数(人) 

1 摂陽児童くらぶ 情報教育 53 

2 瑞穂児童くらぶ 食育 35 

3 瑞穂児童くらぶ 食育 35 

4 神津児童くらぶ 環境教育 35 
 

 

 

 

 

⑥地域の団体や他課等との連携事業 
 

高齢者等の被害の未然防止のため、地域の団体や他課等と連携し、高齢者関連のイベントや会議等

へのチラシ配付や啓発啓発を実施。 

実施回数： １３回 

配付数 ：１，６７６人 

 

令和６年５月から、地域・高年福祉課と連携し、市バス特別乗車証交付時や手続き等で窓口に来訪し

た市民へ、啓発リーフレット、訪問販売お断りステッカー等を配付している。 

 

  対 象 主催団体･担当課等 配付数 

1 伊丹市役所新人職員 研修厚生課 43 

2 伊丹市消防局新人職員 研修厚生課 7 

3 池尻自治協議会 地域・高年福祉課 58 

4 笹原･鈴原地域包括支援センターサロン 地域包括支援センター 20 

5 長寿お祝いの会･金婚夫婦祝賀会 地域・高年福祉課 1,000 

6 桜ヶ丘老人会 桜ヶ丘老人会 50 

7 消費者大会 伊丹消費者協会 50 

8 消費者学校講座｢兵庫県認証食品について｣ 伊丹消費者協会 30 

9 鈴原小学校５，６年生 鈴原小学校 118 

10 花里地域包括支援センター 地域包括支援センター 100 

11 緑丘・瑞穂地域包括支援センター 地域包括支援センター 100 

12 天神川地区民生委員児童委員 民生委員児童委員 50 

13 伊丹小学校区ネットワーク会議 民生委員児童委員 50 
 

 

 

 

児童くらぶでの講座 
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啓発ちらし付宅配夕食弁当 

（２）情報の収集と提供 
 

①市広報紙「広報伊丹」にコラム掲載 
 

相談の多い事例を「消費生活Ｑ＆Ａ」と題して市広報紙に掲載。 
 

掲載号 内容 

令和６年 ４月１５日号 

     ６月１５日号 

     ８月１５日号 

    １０月１５日号 

    １２月１５日号 

令和７年 ２月１５日号 

増えています！シニアのスマホトラブル 

偽警告｢ウイルスに感染している｣に注意！電話をかけないで！ 

上手に付き合っていますか｢健康食品｣ 

その香り、困っている人もいます 

年末年始は要注意！事例を知ってトラブルを防ごう！ 

不安をあおって契約させる点検商法に注意！ 

 

②コープこうべの宅配夕食に高齢者向け啓発チラシを添付 
 

高齢者が安心して消費生活を営めるよう支援することを目的として、伊丹市、尼崎市、宝塚市と生活

協同組合コープこうべが連携。高齢消費者の被害防止に係る啓発活動に取り組むため、平成２５年３

月２１日に協定を締結。 

平成２５年４月より、コープこうべが実施している夕食用の弁当宅配サービス「まいくる」に、月１

回、啓発チラシを添付。 令和５年度は４,０４８枚（３，１０７世帯）配布。 

       

③メールマガジンの配信 
 

平成２５年７月より「伊丹市消費生活情報メールマガジン」の配信を開始。 

令和６年度は２４回、延べ３９,７９３人に配信。 

年度 号数 延べ配信人数 

平成２５年度    １～３２号  ４,５２９人 

平成２６年度   ３３～６５号 １２,５４１人 

平成２７年度   ６６～９７号 １７,１８２人 

平成２８年度  ９８～１３１号 ２５,１１１人 

平成２９年度 １３２～１６６号 ３０,８９２人 

平成３０年度 １６７～１９６号 ３３,１５６人 

平成３１年度 １９７～２２３号 ３４,７０７人 

令和 ２年度 ２２４～２４９号 ４９,４５７人 

令和 ３年度 ２５０～２８１号 ５６,０３２人 

令和 ４年度 ２８２～３１５号 ５６,９２５人 

令和 ５年度 ３１６～３４３号 ４６,１４０人 

令和 ６年度 ３４４～３６７号 ３９,７９３人 

年度 配布枚数 延べ世帯数 

平成２５年度 １,７７５枚 １,３５０世帯 

平成２６年度 １,９３０枚 １,３８５世帯 

平成２７年度 ２,５９０枚 １,７１０世帯 

平成２８年度 ２,６９４枚 ２,０６９世帯 

平成２９年度 ２,９８３枚 ２,４０２世帯 

平成３０年度 ３,１９９枚 ２,３６４世帯 

平成３１年度 ３,４８７枚 ２,７０２世帯 

令和 ２年度 ３,７５４枚 ２,８３６世帯 

令和 ３年度 ３,８４１枚 ２,９３５世帯 

令和 ４年度 ４,００７枚 ３,０９２世帯 

令和 ５年度 ４,０４８枚 ３,１０７世帯 

令和 ６年度 ４,０７７枚 ３,１３０世帯 

のべ枚数・世帯 ３８,３８５枚 ２９,０８２世帯 
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④市立小学校、中学校、特別支援学校校長会での案内 
 

   令和６年１１月  

   内容：出前講座の案内、未成年者に多い消費者トラブルについて事例紹介等 
 

 

 

⑤訪問販売お断りステッカーの配付 
 

令和元年７月から、市まちづくり推進課、市民相談課、 

市民課支所分室、人権啓発センターに配架し、希望者に配付。 
 

 

 

⑥市内転入者へ啓発リーフレット等を配付 
 

平成２６年９月から、市内転入者へ消費生活センター案内リーフレット、訪問販売お断りステッ

カー、啓発冊子を配付。 
 

 

 

⑦神戸新聞への記事掲載 
 

神戸新聞社が神戸新聞朝刊に月２回掲載している「消費者トラブルＱ&Ａ」に記事を提供。 
 

    掲載記事：「偽サイトの恐れ まず相談を」（インターネット通販のトラブル） 

    掲 載 日：令和６年９月２５日 
 

 

 

⑧ホームページによる啓発 
 

消費者トラブルの事例や消費者関連法律等を取り上げた消費者啓発情報のほか、 

戸籍の謄抄本、住民票の写し等の発行や、市税等の収納を行う市民サービスコーナーに 

ついて情報提供。 
 

 

⑨デジタルサイネージによる啓発 
 

市役所新庁舎内のデジタルサイネージにより、 

「消費生活相談のご案内」を掲示。 
 

 

⑩市庁舎内放送による啓発 
 

令和６年12月～令和７年３月の開庁日11時 

水道点検トラブルについて注意喚起 
 

 

 

  

消費生活センターHP 

訪問販売お断りステッカー 
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⑪消費生活情報コーナーを活用した啓発 
 

消費者トラブル事例やイベント情報等の掲示、消費生活に関する様々なリーフレットの配置等、 

タイムリーな情報を自由に入手できる消費生活情報コーナーを常設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫啓発パンフレット等の作成 
 

啓発パンフレット等を作成し啓発に活用。 
 

   （１） 気をつけて！悪質商法・詐欺のこんな手口        ５，０００部 

   （２） そのネット通販、定期購入かも！？           ３，０００部 

   （３） スマホトラブル防止ルールブック            ３，０００部 

   （４） ひとりで悩まないで 相談しましょう！消費者トラブル  ３，０００部 

 

 

 

 

消費生活情報コーナー 


